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家計が急変し、収入が児童
扶養手当を受給している方
と同じ水準の方

※②・③の給付については、申請
者および扶養義務者の収入制
限があります。詳しくは子ども政
策課へお問い合わせください。
※②・③に該当する場合であって
も、「ひとり親世帯以外の低所
得の子育て世帯対象の子育て
世帯生活支援特別給付金」の
支給をすでに受けている場合
は、本給付金の対象外です。
〇ひとり親世帯以外分
④令和4年度中に実施した子
育て世帯生活支援特別給付
金の支給対象者であった方
⑤令和5年3月31日時点で18
歳未満の児童（障害児の場
合、20歳未満）を養育する父
母など（令和6年2月末までに
生まれた新生児なども対象）
であって、令和5年1月1日以
降の収入が急変し、収入が住
民税非課税相当になった方
支給金額　児童1人当たり一
律5万円
申込み　
　①・④に該当する方：申請
不要で順次給付
　②・③・⑤に該当する方：2月
29日㈭までに、直接子ども
政策課へ

※申請書類は、子ども政策課または
市ホームページで入手できます。

ごみの持ち込みを制限します。
期　間　2月13日㈫～21日㈬
※生ごみなどの腐敗性ごみのみ
受け入れます。
※集積所でのごみ収集は通常ど
おり行います。
※木製家具など破砕が必要な可
燃性粗大ごみの戸別収集は行
いません。

　物価高騰による影響が
長期化する中で、低所得の子
育て世帯の生活を支援するた
め、給付金を支給しています。
対　象　以下のいずれかに
該当し、年度末まで18歳以
下の児童（障がいのある児
童については20歳未満）を
養育している方
〇ひとり親世帯分
①令和5年3月分の児童扶養
手当受給者の方（令和5年
4月分の新規児童扶養手
当受給者の方）
②公的年金等の受給により、
令和5年3月分の児童扶養
手当の支給を受けていない方

※「公的年金等」は、遺族年金、障
害年金、老齢年金、労災年金、
遺族補償などです。
③物価高騰の影響を受けて

◆鈴鹿市交通安全対策会議

と　き　2月1日㈭14時から
ところ　市役所本館12階
　 1205会議室
定　員　5人（希望者多数の
場合は抽選）
申込み　当日13時30分から
50分まで会場で受け付け
◆第3回総合教育会議

と　き　2月13日㈫15時から
ところ　市役所本館6階
　庁議室
定　員　10人（希望者多数の
場合は抽選）
申込み　当日14時30分から
50分まで、会場で受け付け

◆鈴鹿市男女共同参画審議会

と　き　2月13日㈫14時から
ところ　男女共同参画センター 
ホール
定　員　10人（先着順）
申込み　当日13時30分から
45分まで、会場で受け付け

　破砕機および焼却炉の点検
整備のため、清掃センターへの

低所得の子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別
給付金の申請期限間近

子ども政策課　 382-7661 　382-9054

会議の傍聴ができます

交通防犯課　 382-9022 　382-7603

総合政策課　 382-9038 　382-9040

男女共同参画課　 381-3113 　381-3119

清掃センターのごみの
受け入れを制限します

清掃センター 　372-1646　 372-1406



回答フォーム

対　象
・障害者手帳（身体障害者
手帳、療育手帳など、また
は精神障害者保健福祉手
帳）の交付を受けている方
・パソコン操作（入力・検索
など）ができる方
業務内容　窓口や出先機関
などでの一般事務業務
選考方法　個別面接（2月23
日（金・祝）に実施）
申込み　1月22日㈪から2月
9日㈮まで（必着）に、直接
または郵送で「令和6年度 
パートタイム会計年度任用
職員登録申込書」を人事
課（〒513-8701 住所不要
（土・日曜日を除く8時30分
～17時15分））へ

※受験資格や勤務条件など詳し
くは、市ホームページ（人事・職
員採用）に掲載の募集要項をご
覧ください。
※パートタイム会計年度任用職
員の登録者を随時募集してい
ます。必要に応じ、勤務条件な
どを考慮して採用しますので、
登録希望者は「登録申込書」を
人事課へ提出してください。

　1月下旬に国民健康保険
の医療費通知（国民健康保
険医療費のお知らせ）を世
帯主の方宛てに発送します。
税申告で医療費控除の添付
書類として利用する場合は、
次の内容に注意してください。
○件数が多い場合は、複数枚
に分けて発送します。枚数
は、表面の右下に「何枚目
／総数」の記載があります。
○再発行できませんので、大
切に保管してください。

※申告には原本の添付が必要です。
○令和4年12月から令和5年
11月までに受診された医療
費を記載しています。医療費
控除対象金額（令和5年1～
11月分）を医療費控除の明
細書に記入してください。

※事務の都合により医療費通知
に記載されていないものや、
　令和5年12月受診分について
は、領収書により明細書を作成
してください。使用した領収書は、
申告期限から5年間の保管が
必要です。
○医療機関以外での施術な
どは、医療機関名が表示さ
れていないため、領収書を
確認の上、医療費通知へ
補完記入してください。
○支払額には、レセプトの診療
点数から計算した自己負担
相当額を記載しているため、
医療機関などの領収書の金
額と異なる場合があります。
また、高額療養費などの給付
を受けた分も含まれているた
め、差し引く必要があります。

※医療費控除については、鈴鹿
税務署（　382-0351）または
市民税課（　382-9446）へお
問い合わせください。

　引越しなどで、犬の所在
地などが変更になった場合、
飼い犬の登録事項の変更が
必要です。犬の飼い主の方
は、必ず届け出てください。
◆他の市町村から本市へ
住所変更した場合
　他の市町村で交付された
犬鑑札を持って、環境政策課
へ届け出てください。本市の
犬鑑札を交付します。
◆市内で住所変更した場合
　犬を飼う新しい所在地、飼
い犬の住所などを変更届出
書に記入の上、環境政策課ま
たは地区市民センターへ
手数料　無料
※届出様式は、環境政策課または
市ホームページで入手できます。
※本市から他の市区町村へ住所
変更した場合は、転入先の市区
町村で登録事項の変更が必要
です。詳しくは、転入先の市区
町村へお問い合わせください。

　市民税・県民税の申告相談
を市役所本館や公民館などで
行います。なお、所得税の確定
申告に関する相談は、対応で
きない場合があります。特に青
色申告、土地や建物・株式の
譲渡所得、特定口座の配当所
得、住宅ローン控除、過去の年
分や死亡者の確定申告には対
応できません。確定申告をされ
たい方は、イオンモール鈴鹿2
階イオンホール（1月5日号に詳
細掲載）で申告してください。
対　象 令和6年1月1日現
在、市内に住所があった方
持ち物
・令和5年分の所得が分かる
もの
・所得控除を受けるために
必要な証明書など
・本人確認書類
・マイナンバー確認書類　
受付時間カード　各会場で受
付時間カードを配布します。
カードに記載された時間に
あらためてお越しください。

※カードが無くなり次第、配布を
終了します。
◆本庁会場
と　き　2月16日㈮～3月15
日㈮8時30分から（土・日曜
日・祝日を除く）
受付時間カードの配布時間
8時30分～15時45分

※駐車場や庁舎への入場は8時
からです。
ところ　市役所本館12階 
1203会議室
◆巡回会場
と　き　各日程9時30分から
受付時間カードの配布時間
　8時30分～14時45分

※久間田公民館は、屋上防水工
事期間中のため、騒音などが発
生する場合があります。
※詳しくは、市ホームページを
ご覧ください。

　森林環境税は、温室効果ガ
ス排出削減目標の達成や、災
害などを防止するため、森林整
備などに必要な財源を安定的
に確保する目的で創設された
国税です。令和6年度から、国
内に住所のある個人に対して、
市・県民税均等割と併せて1人
年額1,000円が課税されます。
※平成26年度から、市・県民税で
年額1,000円負担していた復
興特別住民税は、令和5年度で
終了します。

　三重県防災航空隊などが大
規模災害発生時に備えた、航
空支援制度研修を実施します。
※研修当日は、ヘリコプターの飛
行により、騒音などが生じる場
合があります。
と　き　2月2日㈮13時～16時
ところ 三重交通Ｇスポーツ
の杜鈴鹿（御薗町1669）

　審議会などの会議録の公
開について、利用者の満足度
を測定するためのアンケート
調査を実施しています。
対　象　市が実施する審議
会などに関心をお持ちの方
実施期間　3月31日㈰まで
回答方法　次の回答フォームで

と　き　1月31日㈬17時15
分～20時

ところ　納税課
内　容　市税・国民健康保険
料の納付、納税相談、口座
振替の手続きなど

※北通用口は利用できません。南
玄関からお越しください。

　令和5年10月1日から三重県
最低賃金が時間額973円に改
定されました。最低賃金は、年
齢・雇用形態を問わず、県内で働
く全ての労働者に適用されます。
　また、令和5年12月21日か
ら特定の産業に該当する事業
場で働く労働者に適用される
特定（産業別）最低賃金が、
次のとおり改定されました。
〇三重県電線・ケーブル製造業
最低賃金：時間額999円
〇三重県電気機械器具製造業
最低賃金：時間額987円
〇三重県輪送用機械器具製造
業最低賃金：時間額1,022円

※最低賃金の引き上げに対応し
て、中小企業支援として業務改
善助成金制度や、三重働き方
改革推進支援センター無料窓口
（　0120-111-417）がありま
すので、ご活用ください。
問合せ　三重労働局賃金室
（　059-226-2108）

パートタイム会計年度
任用職員募集

【事務（障がい者対象）】
（令和6年4月1日採用）
人事課　382-9037　 382-2219

国民健康保険
医療費通知の発送

保険年金課　 382-7605　 382-9455

住所変更時は
飼い犬の登録手続きを
環境政策課　 382-9014　 382-2214

令和6年度から
森林環境税が始まります
市民税課　 382-9446　 382-7604

会議録についての
アンケート調査にご協力を
総合政策課　 382-9038　 382-9040

市民税・県民税の申告相談
市民税課　 382-9446　 382-7604

航空支援制度研修
中央消防署　 382-9165　 382-9166

会　場
久間田公民館

一ノ宮地区
市民センター

日　程

飯野公民館
椿公民館

　  13日㈫

井田川公民館

栄公民館

　  15日㈭
　   19日㈪

合川公民館

　  20日㈫

河曲公民館

　   26日㈪

若松公民館

　  28日㈬ 深伊沢公民館
　  29日㈭ 庄野公民館
3月 1 日㈮

稲生公民館

      4 日㈪

天名公民館

　    5 日㈫

庄内公民館
　  14日㈬ 国府公民館

箕田公民館

      6 日㈬

牧田公民館

      7 日㈭

     13日㈬

加佐登公民館

    8 日㈮

白子地区

    11日㈪
石薬師公民館    12日㈫

市民センター    14日㈭

玉垣公民館

鈴峰公民館
2月 8 日㈭

9 日㈮

国民健康保険料・
納税の夜間窓口

納税課 　382-9008　 382-7660
保険年金課 　382-9290　 382-9455

三重県特定(産業別)
最低賃金が改定

産業政策課　382-8698　 382-0304



※「広報すずか」の発行経費の一
部に充てるため、有料広告を
掲載しています。内容に関する
責任は広告主に帰属します。
※有料広告掲載に関するお問
い合わせは、情報政策課
　（　382-9036）へ　

有　料　広　告

有　料　広　告

（算所2-5-1）
内　容
・ステージパフォーマンス
・障がい者スポーツの展示
・事業所による体験イベント
・鈴鹿亀山圏域就労系福祉
事業所の生産商品販売
・ベルカフェ
入場料　無料

　力強化資金、再チャレンジ
支援融資、生活衛生新企
業育成資金（運転・設備資
金、平成29年4月以降かつ
創業後1年以内の融資で
融資額1,500万円まで）：
利子の一部（2年以内）

※（ ）内は補給対象期間。ただし、
平成29年3月以前の融資は全
期間です。
申込み　2月1日㈭から29日㈭
までに、商業観光政策課へ

※公庫の生活衛生改善資金や
新企業育成資金にかかる新規申
請の方には、必要書類を送付で
きません。対象の方は、支払額明
細書を持って、お越しください。

　食料品などの価格高騰による
負担増を踏まえ、特に家計への
影響が大きい住民税非課税世
帯に対して給付金を支給します。
対　象　基準日（令和5年12
月1日）において、本市の住
民基本台帳に記録されて
おり、世帯全員の令和5年
度分の住民税均等割が非
課税である世帯
給付額　1世帯当たり7万円
申込み　市から対象者と思わ
れる世帯へ順次送付する確
認書に、必要事項を記入の
上、健康福祉政策課へ返送

※令和5年1月2日以降に転入した
世帯や転入した方がいる世帯で、
令和5年10月末までに3万円の給
付金の支給申請を行っていない
世帯は、申請が必要です。本人確
認書類、振込先口座の確認書類
を持って、3月8日㈮までに健康福
祉政策課へお申し込みください。
※3万円給付金の申請受付は終
了しました。
問合せ　健康福祉政策課内
「価格高騰重点支援給付金」
専用窓口（　0120-515-245
（フリーダイヤル））

　重要無形文化財である伊勢
型紙製作技術の保存と伝承
に向けて、伝承者養成講座の
受講生を募集します。
対　象
・伊勢型紙製作技術を習得
し、技術を後世に継承させ
ていく意気込みのある方
・35歳ぐらいまでで、伊勢型
紙資料館で年80回実施さ
れる養成講座を継続して
受講できる方
・原則市内在住で、将来も市
内在住を見込める方
内　容 錐彫、道具彫、縞彫、
　糸入れのいずれかの技術の習得

　　

　特定の融資制度について、
前年までの返済にかかる利子
の一部および融資にかかる保
証料を補給します。
※原則、該当の方へ必要書類を
送付します。
対　象　次の融資制度を利
用している市内の中小企業
者で、返済を滞りなく行い、
市税を滞納していない方
補給対象資金・補給額
○三重県小規模事業資金
（運転資金）：保証料相当額
○三重県小規模事業資金
（設備資金）：保証料相当額、
利子の一部（5年以内）
○三重県創業・再挑戦アシ
スト資金（運転・設備資金、
令和3年1月以降かつ創業
後1年以内の融資）：保証
料相当額（上限10万円）
○日本政策金融公庫マル経
融資（設備資金）：利子の
一部（5年以内）
○日本政策金融公庫生活衛
生改善資金（設備資金）：
利子の一部（5年以内）
○日本政策金融公庫新規開
業資金、女性、若者・シニア
起業家資金、中小企業経営

　障がい者への理解を深め、
就労の推進や福祉事業所で
の販売を促進するため、マル
シェを開催します。
と　き　1月27日㈯10時～15時
ところ 鈴鹿ハンター1階　
センターコート、サブコート

講　師　伊勢型紙技術保存会 
会員
定　員　若干名
受講料　無料
申込み　2月29日㈭まで（必
着）に、履歴書を直接または
郵送で伊勢型紙技術保存
会事務局（文化財課内）
（〒513-8701 住所不要）へ

　プロドライバーの指導のも
と、安全なドライビングノウハ
ウを習得します。
対　象　運転免許を所持する
20歳以上の鈴鹿市民

と　き 2月14日㈬9時～17
時30分（予定）

ところ 鈴鹿サーキット 南
コース
定　員 30人（応募者多数
の場合は抽選）
車両規定　ナンバー付きの車
※トラックなど一部車種参加不可
参加料　4,000円（保険料込）
申込み・問合せ　1月30日㈫
までに、住所・氏名・使用車
種・サーキット走行経験の
有無を記入の上、ファクスま
たは電子メールでNPO法
人モータースポーツ友の会
（　386-9751　smsa@
　mecha.ne.jp）へ

価格高騰重点支援給付金
健康福祉政策課　382-9012　 382-7607

特定融資制度利用者対象
利子の一部と保証料の補給
商業観光政策課　 382-9016　 382-0304 

障がい者の就労マルシェ
障がい福祉課 　382-7626　 382-7607

申込み　2月1日㈭9時から、電
話で鈴鹿地域職業訓練セン
ターへ
◆振動工具取扱作業者安全
衛生教育

と　き　3月1日㈮9時50分
～15時20分
講習費用　6 ,710円（教材
費・税込）
◆フォークリフト運転技能講
習（31時間講習）
対　象　普通自動車免許を
お持ちの方
講習費用　2万8,000円（教
材費・税込）

市民走行会
「～クルマで遊ぼう～」
商業観光政策課　382-9020  　382-0304

コース

４月

9月

5月

6月

4月9日㈫

9月3日㈫

5月21日㈫

6月11日㈫

Ⅰコース 4月10日㈬～12日㈮
Ⅱコース 4月17日㈬～19日㈮

Ⅰコース 9月8日㈰・14日㈯・15日㈰
Ⅱコース 9月4日㈬～6日㈮
Ⅲコース 9月11日㈬～13日㈮

Ⅰコース　5月22日㈬～24日㈮
Ⅱコース　5月29日㈬～31日㈮

Ⅰコース　6月12日㈬～14日㈮
Ⅱコース　6月19日㈬～21日㈮

学　科
(8時～17時30分)

実　技
(8時～17時15分、最終日は17時45分終了）

きり  ぼり

伊勢型紙 受講生募集
文化財課 　382-9031　 382-9071

催 し 物

鈴鹿地域職業訓練センター
講座案内（2月募集開始分）

鈴鹿地域職業訓練センター
　387-1900　 387-1905



対　象　求職中の方
※受講希望者は施設見学会（平
日木曜日または日曜日（月1回
のみ））への参加が必要です。
訓練期間　4月2日㈫～9月
30日㈪
募集科　テクニカルオペレー
ション科、電気設備技術科
定　員　各15人（選考あり）
受講料　無料
申込み・問合せ　3月1日㈮ま
でに、ポリテクセンター三重
（四日市市西日野町4691
059-320-2645　https:

　//www3. jeed.go. jp/
　mie/poly/）へ
※訓練期間中、無料で託児サー
ビスを利用できます（要申込）。

　　　　

対　象　市内在住の30歳～
59歳の女性

とき・内容　全2回
○講義編：3月12日㈫13時
30分～15時
・助産師による更年期や女
性の健康についての講話
・簡易骨密度測定、骨折危
険度チェック　
〇運動編：3月18日㈪13時
30分～15時
・骨盤底筋体操、不快症状（冷
え性など）改善のための運動
ところ　保健センター
定　員　20人（先着順）
参加料　無料
申込み　1月26日㈮8時30分
から、電話で健康づくり課へ

と　き　2月11日㈰13時30
分～15時（開場13時）

ところ　鈴鹿医療科学大学 
千代崎キャンパスB講義棟 
3513教室（岸岡町1001-1）
講　師　山田智子さん（総合
心療センターひなが医師）
定　員　100人（当日先着順）
参加料　無料
主催・問合せ　鈴鹿医療科学
大学 医療福祉学科
（　383-8991）

　子育てへの期待や不安に
ついて共有したり、先輩ママと
の交流を通じて産後の生活を
イメージをしたりして、赤ちゃん
を迎える準備をしましょう。
対　象　市内在住の妊娠中
の方

※両日とも参加できることが条件
です。
と　き　①3月1日㈮10時～
11時30分、②3月8日㈮
10時～11時30分

ところ　①保健センター、②子
育て支援センターハーモニー
内　容
①子育て支援事業の紹介、
妊娠中の方同士の交流

②先輩ママや赤ちゃんとの交
流、ベビーマッサージ体験など

定　員　6人（先着順）
参加料　無料　
申込み　1月30日㈫から、直接
または電話で子ども政策課へ

対　象　市内に転入してきた
就学前のお子さんをもつ
保護者

と　き
①2月7日㈬10時～11時30
分（交流会）
②2月19日㈪9時～11時30分
※②は①に参加した方を対象と
した自由参加です。
ところ　牧田公民館
定　員　6人程度（先着順）
参加料　無料
申込み 1月29日㈪から2月
2日㈮までに、直接または電
話で子ども政策課へ

　いつも笑顔で育児ができる
ように、イライラの和らげ方を
考えます。
対　象 市内在住の未就学
児（0～5歳児）とその保護者

と　き　2月20日㈫10時～
　11時
ところ　子育て支援センター 
りんりん
講　師　葛巻直樹さん（（一
財）生涯学習開発財団認
定コーチ）　
定　員　25組程度（先着順）
※対象年齢内の兄弟姉妹の参加可
参加料　無料
申込み　2月9日㈮までに、電
話で子ども家庭支援課また
は鈴鹿市公式LINEを友だち
追加の上、申込みフォームで

と　き　2月10日㈯10時30
分～16時・11日㈰10時～
15時30分

ところ　鈴鹿ハンター（算所
2-5-1）
内　容
・リフォーム作品、手芸作品
の展示
・フードドライブなど食品ロス
削減の推進

※児童養護施設などに寄付します
ので、家庭で余っている賞味
期限の長い食品を持参ください。
・消費生活アドバイスとPR展示
・エコ診断への取り組みにつ
いて
・廃油せっけん・ぼかし肥料・
EM拡大液の無料配布
・体温計・はかりの無料点検
・体験コーナー
・鈴鹿市生活学校活動報告
写真展示
主催・問合せ　鈴鹿市生活学校
（樋口　090-3257-3910）

転入ママのつどい
子ども政策課 　382-7661　 382-9054

プレママのつどい
子ども政策課 　382-7661　 382-9054

第35回すずか消費生活展
産業政策課 　382-8698　 382-0304

美シリ（知り）メイク講座
～更年期を上手に
乗り越えるために～

健康づくり課 327-5030  　382-4187

市民公開講座
～発達障害への素朴な
疑問に答えます～

健康づくり課 382-2252  　382-4187

やま だ     とも     こ

子育て応援講座 座談会
「アンガーマネジメント」

子ども家庭支援課
　382-9140  　382-9142

くず    まき    なお     き

申込み　1月23日㈫（先着順）
から、直接水泳場窓口または
短期教室申込みフォームで

申込みフォーム

申込みフォーム
※LINE（友だち追加）

室内シューズ
ヨガマット

動きやすい服装
タオル、水分

名称 日程 時間 ところ対象

ウォーキング
エアロ
やさしい
バレトン
やさしい
カポエイラ
いやしの
ヨガ

18歳以上の方

18歳以上の女性

2月26日㈪
11時～12時

20

15

15

20 1,100円

1,100円

1,000円

1,100円

13時30分～
14時30分

水泳場
会議室

水泳場
スタジオ

水泳場
会議室

ヨガマット

ヨガマット

11時～12時

14時～15時

2月27日㈫

2月28日㈬

定員
(人)

参加料
(税込) 持ち物

ひ    ぐち

ポリテクセンター三重
4月開講コース

職業訓練受講生募集
産業政策課 382-8698  　382-0304

スポーツの杜鈴鹿 短期教室
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿
 　392-7071  　372-2260

日本語・中国語・英
語・ポルトガル語・ス

ペイン語の順で表記したご
み収集カレンダーを、廃棄
物対策課、市役所本館1
階総合案内、地区市民セ
ンターで配布するほか、市
ホームページ（　https://
www.city.suzuka.lg.jp/
l i fe/benr i/gomical/
index.html）でも公開し
ています。

　家庭ごみの分け方・出し
方については、ポルトガル
語・スペイン語・英語・中国
語・やさしい日本語で表記
された5種類を、廃棄物対
策課、市役所本館1階総
合案内、地区市民センター
で配布しています。また、
市ホームページ（　https://
www.city.suzuka.lg.jp/
life/benri/8101.html）で
は、前記に加えベトナム語・イ
ンドネシア語・タイ語・韓国語
を含めた9種類を公開して
います。

ごみ収集カレンダー

家庭ごみの分け方・出し方

近所に外国人の方が
住んでいるのですが、

ごみの分別方法が分からな
い様子でした。外国人向け
のごみ収集カレンダーと家
庭ごみの分け方・出し方は
ありますか。

SUZUKA CITYSUZUKA CITY市 民 の 声市 民 の 声

このコーナーでは、インター
ネットや郵送などにより届けられ
た皆さんのご意見と、それに対す
る市の回答を紹介します。

外国人向けのごみ収集
カレンダー・家庭ごみの
分け方・出し方について

廃棄物対策課
　 382-7609　　382-2214
　 haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

市政に対するご意見などは、
市民対話課へ
〒513-8701（住所不要）
382-9004　　382-7660
　https://www.city.suzuka.lg.jp/
　mail/iken/index.html


